
民事訴訟手続と保護命令手続について 

【保護命令手続】            【民事訴訟手続】 

 

 

 

 

 

 

 

保護命令の申立て（§12） 

裁判所から警察等に書面提出を請求
（§14②） 

口頭弁論又は相手方が立ち会うこと
ができる審尋の期日（§14①） 

※緊急の場合は無審尋で発令（§14①但） 

保護命令の発令 
（§10） 

決定書の送達又は出頭した口頭弁論
等での言い渡し（§15②） 

 保護命令の効力発生 

警察、配暴センターへ保護命令を 
発出したこと等を通知（§15③④） 

 

即時抗告（§16） 

訴状提出 

＜原告＞ 
 
 

答弁書受領 
 
 
主張の提出 
証拠の申出 

＜裁判所＞ 
 

 
 
口頭弁論期
日指定・呼
び出し 
争点整理 
証拠調べ 

＜被告＞ 
訴状受領 
答弁書提出 
 
 
 
主張の提出 
証拠の申出 

判決の言い渡し 
（効力発生） 和解 

控訴、上告 

判決書の送達 
（控訴期間の開始） 
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